
木更津市の給与・定員管理等について
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

区　　分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率 （参考）

　　　　　（平成21年度末） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ ２０年度の人件費率

２１年度
人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

127,904 35,955,296 2,020,841 7,875,940 21.9 24.5

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）類似団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 　　 一人当たり給与費

２１年度
人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

871 3,631,837 460,941 1,313,263 5,406,041 6,207 6,255

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成２１年４月１日現在の人数である。

（３) 特記事項
　  給与の抑制措置の状況

区　　分 抑制措置 実施期間 内　　　　容

特別職
期末手当の減額

平成１７年４月１日～平成２５年３月３１日 支給額１０％引下げ

平成１７年４月１日～ 役職加算率引下げ　１０％→５％

地域手当の支給停止 平成２０年４月１日～平成２３年３月３１日 ３％→０％

一般職

管理職手当の減額 平成１７年４月１日～平成２５年３月３１日 支給率の引下げ　16.7％～37.5％

期末勤勉手当の減額 平成１７年４月１日～

役職加算率引下げ

８～５級　１０％→５％

４～３級　　５％→2.5％

地域手当の支給停止
平成２０年４月１日～平成２３年３月３１日 ８～５級（管理職）　５％→０％

平成２１年４月１日～平成２３年３月３１日 ４～１級（一般職）　５％→０％
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】

合

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給料水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

【参考 地域手当補正後ラスパイレス指数 101.4
（平成22年4月1日現在）

（注） H22.4.1現在における団体の支給率と国基準の支給率により算出したもの
※「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の
給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数である。

(5) 　給与改定の状況
①月例給

区分

人事委員会の勧告

給与改定率
（参考）
国の改定率

民間給与 公務員給与 格差 勧告

A B A－B （改定率）

22年度
円 円 円 ％ ％ ％

411,396 412,186 790 △ 0.19 △ 0.1 △0.19

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の4月分の給与額をラスパイレス比
較した平均給与月額である。

②特別給

区分

人事委員会の勧告

年間支給月数
（参考）

国の年間支給月数
民間の支給割 公務員の支給月数 格差 勧告

A B A－B （改定月数）

22年度
月 月 月 月 月 月

3.97 4.15 △ 0.18 △ 0.2 3.95 3.95

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月
数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。
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２　一般行政職給料表の状況（平成２２年４月１日現在）

(単位：円）
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

１号給の
給与月額 135,600 185,800 222,900 289,200 320,600 366,200 384,300 413,700

最高号給の
給与月額 245,500 295,500 380,500 419,900 427,700 462,100 484,400 497,200

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。
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３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２２年４月１日現在）

　　 ①一般行政職

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）

木更津市 45.6 歳 367,351 円 411,907 円 401,400 円

千葉県 44.1 歳 355,548 円 447,463 円 408,325 円

国 41.9 歳 325,579 円 ― 395,666 円

類似団体 43.7 歳 337,234 円 400,852 円 370,392 円

　　 ②技能労務職

区分

公務員 民間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額 対応する民間

の類似職種
平均年齢

平均給与月額
A/B

（A） （国ベース） （B）

木更津市 46.9歳 102人 325,222円 353,439円 348,405円 - - - -

うち清掃職員 43.6歳 52人 313,375円 347,241円 341,896円 廃棄物処理業従業員 44.6歳 294,000円 116.3

うち用務員 52.8歳 29人 340,271円 358,081円 354,881円 用務員 53.8歳 213,600円 166.1

うち学校給食員 49.8歳 9人 336,946円 356,240円 353,733円 調理士 41.9歳 276,600円 127.9

千葉県 50.3歳 726人 334,120円 392,288円 371,751円 - - - -

国 49.3歳 3,955人 284,514円 - 322,291円 - - - -

類似団体 48.2歳 80人 320,927円 355,686円 339,861円 - - - -

区分

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員 民間
C/D

（C） （D）

木更津市 - - -

うち清掃職員 5,508,616円 4,085,100円 134.8

うち用務員 5,720,805円 3,008,200円 190.1

うち学校給食員 5,694,060円 3,728,800円 152.7

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成19～2１年の３か年平
均）
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているも
のではない。
※年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員にお
いては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

（注） １「平均給料月額」とは、平成22年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべ
ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手
当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。
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（2) 職員の初任給の状況（平成２２年４月１日現在）

区　　　　　分 木更津市 千葉県 国

一般行政職 大　学　卒 178,800 円 178,800 円 172,200 円

高　校　卒 144,500 円 144,500 円 140,100 円

技能労務職 高　校　卒 144,500 円 144,500 円 －

中　学　卒 － － －

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２２年４月１日現在）
区　　　　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職 大　学　卒 257,150 円 円 362,350 円

高　校　卒 円 円 円

技能労務職 高　校　卒 254,200 円 287,800 円 324,285 円

中　学　卒 － － －
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２２年４月１日現在）

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

８級 部長、部参事
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

12 2.5

７級 次長、参事
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

30 6.2

６級 課長、副課長、主幹
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

65 13.6

５級 副主幹
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

83 17.4

４級 主査
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

200 41.9

３級 主任主事、主任技師
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

31 6.4

２級 主事
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

24 5.0

１級 事務員、技術員
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

34 7.0

（注）１　木更津市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
ア　勤務成績の評定の実施状況
　地方公務員法第40条に基づき、毎年11月1日を評定日として全職員に対して勤務成績の評定を実施。
　（内容の詳細については、木更津市職員勤務成績評定に関する規程を参照）

イ　昇給への勤務成績の反映状況
　一般職について、勤務評定により5段階（A～E）の評価を実施し、その評価結果に基づき、昇給区分（5号給以上～3号給以下）
を決定。
　平成22年4月1日の昇給においては、標準区分（4号給）に決定された者が96.5％、下位区分（3号給以下）に決定された者が
3.5％であった。
　なお、今後能力・実績を重視した人事評価システムの確立に向け取り組んでいく。
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５　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

木更津市 千葉県 国

１人当たり平均支給額（２１年度） １人当たり平均支給額（２１年度） ―
1,547 千円 1,786 千円

（２１年度支給割合） （２１年度支給割合） （２１年度支給割合）

期末手当　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　　勤勉手当

2.75  月分 1.40  月分 2.75  月分 1.40  月分 2.75  月分 1.40  月分

（ 1.50 ）月分 ( 0.70 ）月分 （ 1.50 ）月分 ( 0.70 ）月分 （ 1.50 ）月分 ( 0.70 ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 2.5％～5％ 役職加算 5％～20％ 役職加算 5％～20％

管理職加算 15％・25％ 管理職加算 10％～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

現在、人事評価が未実施であるため、成績率に差を設けず、一律の支給（70.0／100）を行った。

（2) 退職手当（平成２２年４月１日現在）

木更津市 国

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）

１人当たり平均支給額 自己都合 6,091 千円

勧奨 28,572 千円

定年 28,167 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当

（平成２２年４月１日現在）

支給実績（２１年度決算） 0 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 0 千円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

木更津市 0 ％ 0 人 0 ％
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 (4) 特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）

支給実績（２１年度決算） 5,781 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２１年度決算） 43,459 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２１年度） 14.3 　％

手当の種類（手当数） 28 種

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

行旅死亡人取扱業務手当 社会福祉事務に従事する職員 行旅死亡人の取扱業務 １件当たり1,500円

感染症予防等処理作業
手当

保健衛生及び公害並びに下水道
事務に従事する職員

感染症患者の移送、発
生場所の消毒等

日額500円

毒物取扱業務手当
保健衛生及び公害並びに下水道
事務に従事する職員

毒物の検査、科学分
析、試験等

日額250円

劇物取扱業務手当
保健衛生及び公害並びに下水道
事務に従事する職員

劇物の検査、科学分
析、試験等

日額250円

災害対策本部業務手当 災害対策業務に従事する職員
災害応急措置等の現地
作業

日額400円

高所作業手当 高所業務に従事する職員 高所（10ｍ以上）作業 日額200円

深所作業手当 深所業務に従事する職員 深所（3ｍ以上）作業 日額200円

結核患者接触業務手当
保健衛生及び公害並びに下水道
事務に従事する職員

結核患者に接する業務 日額200円

市税徴収事務手当 税務事務に従事する職員
直接滞納者を訪問して
の徴収事務

日額300円

行旅病人取扱業務手当 社会福祉事務に従事する職員 行旅病人の取扱業務 １件当たり500円

廃棄物収集処理作業手
当

不快な業務に従事する職員
廃棄物の収集運搬又は
終末処理の作業に従事

日額250円

生活保護業務手当 社会福祉事務に従事する職員
月11日以上生活保護業
務に従事

月額3,500円

老人保護福祉業務手当 社会福祉事務に従事する職員
月11日以上老人保護福
祉業務に従事

月額3,500円

心身障害者福祉業務手
当

社会福祉事務に従事する職員
月11日以上心身障害者
福祉業務に従事

月額3,500円

清掃作業手当 不快な業務に従事する職員 公衆便所の清掃等 日額250円

害虫駆除作業手当 不快な業務に従事する職員 駆虫剤の散布に従事 日額250円

自動車運転手当
ｸﾚｰﾝ付貨物車、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ又はｼｮ
ﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞ運転に従事する職員

特殊車両の運転業務 日額200円
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救助作業手当
消防及び救急業務に従事する職
員

消防の救助隊員が救助作業に従事 月額3,000円

消防の救助隊員以外が救助作業に従事 日額300円

特別消火作業手当
消防及び救急業務に従事する職
員

10ｍ以上の高所、3ｍ以
上の深所での消火作業

日額200円

1級建築士業務手当 1級建築士の資格を有する職員
1級建築士の設計及び
工事監理業務

日額250円

電気主任技術者業務手
当

電気主任技術者の資格を有する
職員

資格を有するものが月
11日以上従事

月額3,000円

ボイラー取扱作業主任者
業務手当

ボイラー技士の資格を有する職員
資格を有するものが月
11日以上従事

月額3,000円

建築主事業務手当 建築主事の資格を有する職員
資格を有するものが月
11日以上従事

月額3,500円

介護保険料徴収業務手
当

介護保険料徴収事務に従事する
職員

直接滞納者を訪問して
の徴収事務

日額300円

地域汚水処理場使用手
数料徴収業務手当

地域汚水処理場使用手数料徴収
事務に従事する職員

直接滞納者を訪問して
の徴収事務

日額300円

公共下水道事業受益者
負担金及び使用料徴収
業務手当

公共下水道事業受益者負担金及
び使用料徴収事務に従事する職
員

直接滞納者を訪問して
の徴収事務

日額300円

保育料徴収業務手当 児童福祉事務に従事する職員
直接滞納者を訪問して
の徴収事務

日額300円
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 (5) 時間外勤務手当

支 給 実 績 （ ２ １ 年 度 決 算 ） 113,258 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 21 年 度 決 算 ） 122 千円

支 給 実 績 （ ２ ０ 年 度 決 算 ） 89,857 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ０ 年 度 決 算 ） 94 千円

（6) その他の手当（平成２２年４月１日現在）
手

　

当

　

名

国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり
内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （２１年度決算） 平均支給年額

（２１年度決算）

扶
養
手
当

・配偶者　13,000円

同じ 114,491千円 235,577円

・配偶者以外の扶養親族

　２人目から 　1人　　6,500円

（ただし、扶養親族でない配偶者がある場
合の1人目は6,500円、配偶者がない場合
の1人目は11,000円）

・満16歳の年度始めから満22歳の年度末
までの子がいる場合の加算額

1人につき　　　5,000円

住
居
手
当

・借家の場合
同じ

64,881千円 109,780円

　家賃の額に応じて27,000円を限度に支給

・自宅の場合

異なる

国は、自宅の
場合新築・購
入後5年間
2,500円6,000円

通
勤
手
当

・電車、バスを利用する場合
異なる

国は、定期
代55,000円
までは全額
支給

72,476千円 85,871円

全額支給

・乗用車等を使用する場合

異なる

国は、使用
距離に応じ
て2,000円～
24,500円支
給使用距離に応じて4,700円～24,500円支給

管
理
職
手
当

管理又は監督の地位にある職員に支給

異なる

国の支給割
合は
（8/100～
25/100）

97,674千円 364,455円

　給料月額×支給割合（5/100～10/100）

夜
間
勤
務
手
当

正規の勤務時間として、午後10時から翌
日午前5時までの間に勤務した職員に支
給

同じ 12,785千円 107,434円
　勤務1時間当たりの給与額×25/100×
勤務時間数
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／

／

／

／

／

６　特別職の報酬等の状況（平成２２年４月１日現在）
区 分 給 料 月 額 等

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

市 長 960,000 円 円 円

副 市 長 820,000 円 円 円

報

酬

議 長 530,000 円 円 円

副 議 長 470,000 円 円 円

議 員 450,000 円 円 円

期
末
手
当

市 長 　　（２１年度支給割合）

副 市 長 4.15 月分

議 長 　　（２１年度支給割合）

副 議 長 4.15 月分

議 員

退
職
手
当

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

市 長 在職月数×35/100 16,128,000 円 任期毎

副 市 長 在職月数×25/100 9,840,000 円 任期毎

備　　　　考

(注） 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
      勤めた場合における退職手当の見込額である。
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数

数

７　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
平成2１年 平成22年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 8 7 ▲ 1 議会事務局事務見直し

総務 151 146 ▲ 5 経営推進課廃止、定額給付金担当廃止

税務 57 56 ▲ 1 資産税課担当業務見直し

農林水産 22 23 1 農林水産業業務増加

商工 9 10 1 中心市街地対策業務増

土木 87 85 ▲ 2 部及び課の統廃合に伴う減、建築住宅課見直し

民生 116 115 ▲ 1 障害福祉業務見直し

衛生 103 103 0
計

553 545 ▲ 8
＜参考＞　22年4月1日現在人口127,904人

人口10,000人当たり職員数 　 42.61 人

（類似団体の人口10,000人当たり職員 53.14 人）

教育部門 152 138 ▲ 14
学校教育、生涯学習、公民館業務見直し、学校
事務員、調理員、用務員退職不補充

消防部門 167 167 0 消防業務見直し

小　計
872 850 ▲ 22

＜参考＞

人口10,000人当たり職員数 　 66.46 人

（類似団体の人口10,000人当たり職員 73.55 人）
　公
　営
　企会
　業計
　等部

門

水道 49 48 ▲ 1 退職者不補充

下水道 18 17 ▲ 1 退職者不補充

その他 42 42 0

小　計 109 107 ▲ 2

合　　計 981 957 ▲ 24
＜参考＞

[1,293］ [1,293］ [    －       ］人口10,000人当たり職員数 　 74.82 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。
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（2)年齢別職員構成の状況（平２２年４月１日現在）

　

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

3 27 43 39 73 113 134 87 132 167 138 1 957

(3)職員数の推移

(単位：人・％）
　　　　  　　　　　年度

部門別
１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年

過去5年間の
増減数(率)

一般行政 624 606 588 569 553 545 ▲79（▲12.7%）

教　育 183 177 166 159 152 138 ▲45（▲24.6%）

消　防 170 171 171 168 167 167 ▲3（▲1.８%）

普通会計計 977 954 925 896 872 850 ▲127（▲1.８%）

公営企業等会計 120 119 119 113 109 107 ▲13（▲10.８%）

総合計 1,097 1,073 1,044 1,009 981 957 ▲140（▲12.８%）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
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８　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

区　　分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める 　（参考）

　質収支 職員給与費比率 ２０年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

２１年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

3,440,079 130,758 322,955 9.4 10.7

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）市町村平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 　　 一人当たり給与費

２１年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

49 218,812 25,263 78,880 322,955 6,591 6,255

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、平成２２年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２２年４月１日現在）

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

木 更 津 市 47.0 歳 378,555 円 555,668 円

団 体 平 均 45.6 歳 367,351 円 537,910 円

事 業 者 歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

木更津市 一般行政職

１人当たり平均支給額（平成２１年度） １人当たり平均支給額（平成２１年度)

1,609 千円　 1,547 千円　

（平成２１年度支給割合） （平成２１年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

2.75  月分 1.40  月分 2.75  月分 1.40  月分

（ 1.50 ）月分 （ 0.70 ）月分 （ 1.50 ）月分 （ 0.70 ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算 2.5％～5％ 役職加算 2.5％～5％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。
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イ　退職手当（平成２２年４月１日現在）

木更津市 一般行政職

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分 勤続２０年 23.50 月分 30.55 月分

勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分 勤続２５年 33.50 月分 41.34 月分

勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２％～20％加算）

（退職時特別昇給） （退職時特別昇給）

勤続25年以上

（勧奨退職の場合 号給）

１人当たり平均支給額 自己都合 0 千円 １人当たり平均支給額 自己都合 6,091 千円

勧奨 0 千円 勧奨 28,572 千円

定年 0 千円 定年 28,167 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２１年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

（平成２２年４月１日現在）

支給実績（平成２１年度決算） 0 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） 0    円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

木更津市 0 ％ 0 人 5 ％
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エ　特殊勤務手当（平成２２年４月１日現在）

支給実績（平成２１年度決算） 59 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） 3,305 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２１年度） 36.7 　％

手当の種類（手当数） 7 種

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

劇毒物取扱手当 浄水作業・水質検査に従事した職員 浄水作業・水質検査 日額250円

高所作業手当 高所作業に従事した職員 高さ10ｍ以上の高所作業　 日額200円

深所作業手当 深所業務に従事した職員 深さ３ｍ以上の深所作業 日額200円

高電圧作業手当 高電圧作業に従事した職員 6,000V以上の高電圧作業 日額200円

緊急呼出手当 緊急呼出を受け業務に従事した職員 勤務時間外退庁後緊急呼出業務 １回1,000円

災害対策業務 災害対策本部に従事した職員 広報活動又は応急措置等の現場作業 日額400円

被災地救援手当 被災地へ救援派遣した職員 被災地救援事務 日額5,000円

オ　時間外勤務手当

支 給 実 績 （ 平 成 ２ １ 年 度 決 算 ） 3,838 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ １ 年 度 決 算 ） 116 千円

支 給 実 績 （ 平 成 ２ ０ 年 度 決 算 ） 3,249 千円

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 ２ ０ 年 度 決 算 ） 95 千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。
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カ　その他の手当（平成２２年４月１日現在）
手

　

当

　

名

国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり
内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （２１年度決算） 平均支給年額

（２１年度決算）

扶
養
手
当

・配偶者　13,000円

同じ 5,530千円 230,416円

・配偶者以外の扶養親族

　２人目から 　1人　　6,000円

（ただし、扶養親族でない配偶者がある場
合の1人目は6,500円、配偶者がない場合
の1人目は11,000円）

・満16歳の年度始めから満22歳の年度末
までの子がいる場合の加算額

1人につき　　　5,000円

住
居
手
当

・借家の場合
同じ

2,917千円 85,800円

　家賃の額に応じて27,000円を限度に支給

・自宅の場合

異なる なし

6,000円

通
勤
手
当

・電車、バスを利用する場合
異なる

国は、定期
代55,000円
までは全額
支給

3,777千円 87,844円

全額支給

・乗用車等を使用する場合

異なる

国は、使用
距離に応じ
て2,000円～
24,500円支
給使用距離に応じて4,700円～24,500円支給

管
理
職
手
当

管理又は監督の地位にある職員に支給

異なる

国の支給割
合は
（8/100～
25/100）

4,409千円 367,475円

　給料月額×支給割合（5/100～10/100）

夜
間
勤
務
手
当

正規の勤務時間として、午後10時から翌
日午前5時までの間に勤務した職員に支
給

同じ 1,520千円 190,084円
　勤務1時間当たりの給与額×25/100×
勤務　　　時間数

企
業
手
当

・管理職手当を受けない職員で11日以上勤務
2,868千円 77,537円

給料月額　2.0％　最高　7,000円
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